
主な仕事の内容

問合せ先

採用情報はこちら

戸籍では、市区町村に対し、助言、勧告、

指示等を行っています。外国人の帰化な

ど、国籍事務も取り扱っています。

国を当事者とする訴訟等について、国を代

表し、国の立場から裁判所に対する申立て

や主張・立証などの活動を行っています。

訟 務

金銭などを供託所（国）に提出し、最終的に

供託所がその財産を権利者に取得させること

によって、目的を達成させる制度です。

供 託
人権侵害による被害者の救済を図る調

査救済活動や、人権尊重の理念を広め

るための人権啓発活動を行っています。

人権擁護

不動産登記とは、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などについて、

登記簿に記録し、一般公開する制度です。

商業・法人登記では、商号や代表者名など、会社・法人の重要な情報を登記簿に記録し

て公示しています。

国民の権利と財産を守る

〒102-8225 東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第２合同庁舎

東京法務局総務部職員課人事係 TEL：03-5213-1251（直通）

◆職員数◆ ◆転勤◆

約１１００人（管内約３２００人） 本人の適性、希望等を考慮した上で法務省や採用局以外の都道府県へ転勤することもあります。

◆採用単位◆ ◆昇進◆

各地方法務局ごとに行っています。 業務経験を積み、各種研修を受講する中で能力及び業績評価に基づき行われます。

◆勤務地◆ ◆先輩職員からのメッセージ◆

各地方法務局の管轄する地域 ホームページに掲載中です！

◆異動◆

２・３年程度で異動

登 記（不動産、商業・法人） 戸籍・国籍

東京法務局
ＴＯＫＹＯ Legal Affairs Bureau

＜各地方法務局問合せ先＞

横浜地方法務局総務課人事係 Tel.045-641-7463 さいたま地方法務局総務課人事係 Tel.048-851-1009

千葉地方法務局総務課人事係 Tel.043-302-1323 水戸地方法務局総務課人事係 Tel.029-227-9912

宇都宮地方法務局総務課人事係 Tel.028-623-0912 前橋地方法務局総務課人事係 Tel.027-221-4463

甲府地方法務局総務課人事係 Tel.055-252-7152 長野地方法務局総務課人事係 Tel.026-235-6616

新潟地方法務局総務課人事係 Tel.025-222-1562

死亡 戸籍事務

高齢者や障がいのある人に関する人権問題

相続 不動産登記

終活 遺言書保管

会社を経営（設立・役員就任）

賃料トラブル 供託事務

後見開始 成年後見登記

マイホーム購入 不動産登記

出生

戸籍事務 婚姻 戸籍事務

子どもに関する人権問題

人権擁護事務

資金調達 動産・債権譲渡登記

電子商取引 電子認証

人権擁護事務

商業登記


